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越前市都市計画提案制度手続要領 

 
 
（趣旨） 

第１条 この要領は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号、以下「法」という。）第２１

条の２の規定に基づく都市計画の決定又は変更の提案（以下「計画提案」という。）を行う

際の手続に関し必要な事項を定めるものとする。 
（事前相談） 

第２条 計画提案を行おうとする者（以下「提案者」という。）は、都市計画提案制度に関す

る事前相談票（様式第１号）により事前相談を行うものとする。この場合の相談先は、越

前市都市計画課（以下「都市計画課」という。）とする。 
２ 都市計画課は、事前相談に当たり、計画提案の内容把握に努めるとともに、次に掲げる

事項について説明を行うものとする。 
(1) 提案制度に関する内容 
(2) 関連する都市計画制度 
(3) 都市計画を検討するに当たっての留意事項 

３ 事前相談を受けたときは、都市計画課は、福井県にその内容を通知するものとする。 
４ 事前相談の内容が都市計画になじまないと認められるときは、都市計画課は、担当部局

等を紹介するなどの対応を行うものとする。この場合においては、前項の通知を省略する

ことができる。 
（提案要件） 

第３条 計画提案の要件は、法第２１条の２の規定に従い、次に掲げるとおりとする。 
(1) 計画提案を行う土地の区域が０．５ha以上の一団の土地の区域であること。 
(2) 提案者は次のいずれかに該当する者であること。 
ア 提案する土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しく

は賃借権（臨時設備に係るものその他の一時使用のため設定されたことが明らかなも

のを除く。）を有する者（以下「土地所有者等」という。） 
イ まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促

進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項の特定非営利活動法人 
ウ 民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の法人 
エ 独立行政法人都市再生機構 
オ 地方住宅供給公社 
カ まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体 
キ 越前市住みよい街づくり推進条例（平成１９年越前市条例第１２号）第７条第 1 項
の地域街づくり推進団体 

ク 前各号に掲げるもののほか営利を目的としない法人 
(3) 都市計画の素案は法第１３条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適
合すること。 

(4) 土地所有者等の３分の２以上の同意を得ていること。 
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（計画提案の提出書類） 
第４条 提案者は、都市計画法施行規則第１３条の４の規定に従い、次に掲げる書類を提出

しなければならない。 
(1) 提案書（様式第２号） 
(2) 次の各号に掲げる提案を行うことができる者の区分に応じ、当該各号に定める提案資
格を有することを証する書類 
ア 土地所有者等 土地若しくは建物の登記簿謄本、法務局備付けの地図又は地図に準

ずる図面の写し 
イ 法人 法人の登記簿謄本、定款 
ウ まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体 
過去１０年間に０．５ha以上の開発行為を行った実績を証する書類、役員（法人でな
い団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。）が５年以内

に刑罰を受けていないこと等を証する誓約書（様式第３号） 
エ 地域街づくり推進団体 住みよい街づくり推進条例第７条第 1 項により地域街づく
り推進団体として認定したことを証する書類の写し 

(3) 都市計画の素案 
ア 計画書（計画の概要及び提案理由を記載したもの。様式第４号） 
イ 関係図書 位置図（縮尺２５，０００分の１程度）、区域図（縮尺２，５００分の１

程度の現況図）及び計画図（縮尺２，５００分の１程度） 
(4) 土地所有者等の同意を得たことを証する書類 
ア 土地所有者等の一覧表（様式第５号） 
イ 法務局備付けの地図又は地図に準ずる図面の写し 
ウ 同意書（様式第６号） 
エ 土地所有者等への説明の経緯に関する資料（様式第７号） 

(5) 周辺環境等への検討に関する資料（任意様式） 
(6) 事業を行うため都市計画の決定又は変更を必要とする場合は、以下の事項を記した書
面（希望する場合のみ。様式第８号） 
ア 当該事業の着手予定時期 
イ 計画提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限 
ウ イの期限を希望する理由 

（受付） 

第５条 計画提案の受付窓口は、都市計画課とする。計画提案が提出された場合、提案内容

を把握するため、都市計画課は、速やかに提案者に対してヒアリングを実施するものとす

る。ただし、事前相談により提案内容を把握している場合は、ヒアリングを省略すること

ができる。 
２ ヒアリングを行った場合は、福井県にその内容を通知するものとする。 
３ ヒアリングの結果、計画提案に関する都市計画を定める者（以下「都市計画決定権者」

という。）が本市以外である場合及び複数の自治体が都市計画決定権者である場合、都市計

画課は、次に定めるとおり事務処理を行うものとする。 
(1) 都市計画決定権者が本市以外であるときは、その旨を提案者へ通知するとともに、提
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案書類を提案者に返却し、あらためて都市計画決定権者へ提出するよう求める。 
(2) 都市計画決定権者が本市を含めて複数であるときは、その旨を提案者へ通知するとと
もに、同じ提案書類を他の都市計画決定権者へ提出するよう求める。 

４ 提案要件に適合する見込みがないことが受付前の段階で明らかな場合、都市計画課は、

提案制度による提案ができない旨を提案者に通知するものとする。 
５ 受付後、提案内容に変更がある場合、提案者は、原則として取下届（様式第９号）を提

出し、計画提案を取下げのうえ、再度提出するものとする。 
（提案要件の確認） 

第６条 受付後、都市計画課は、概ね１箇月以内に提案要件について確認を行わなければな

らない。 
２ 提案要件に適合しないときは、適合する見込みのないものを除き、都市計画課は、提案

要件に適合するよう補正を求めるものとする。 
３ 前項の適合する見込みのない、又は補正が行われないときは、都市計画課は、要件不適

合である旨を提案者及び福井県に通知するとともに、提案者に提案書類を返却するものと

する。 
４ 補正の必要がない、又は補正が終了し提案要件に適合することとなったときは、都市計

画課は、提案者及び福井県にその旨を通知するものとする。 
５ 提案要件への適合が確認された後、都市計画課は、所管部局へ提案書類を送付するとと

もに、関係課への周知を図るものとする。 
（計画提案に対する判断） 

第７条 都市計画の決定又は変更の必要性の判断を行うに当たって必要な場合、市は、提案

者に資料の提供や説明等の協力を依頼するものとする。 
２ 前項の依頼を受けたときは、提案者は、可能な範囲で協力しなければならない。 
３ 計画提案に対する判断は、第３条 (3) に掲げる都市計画に関する基準のほか、各種法令、
福井県及び本市のまちづくりに関する方針、当該土地の状況等を総合的に勘案して行うも

のとする。 
４ 計画提案を判断するに当たり市は、あらかじめ福井県と協議を行うものとする。また、

必要に応じて関係機関と調整を行うものとする。 
５ 第４条 第６号の書類が添付されている場合であって、希望する期限内に判断ができない
ときは、市は、その理由を添えて提案者に通知するものとする。 
（決定手続） 

第８条 市は、都市計画の決定又は変更をする必要があると判断したときは、提案者にその

旨通知し、以後の都市計画の案の作成手続における協力を依頼するとともに、都市計画の

案を作成しなければならない。 
２ 前項の依頼を受けたときは、提案者は、可能な範囲で協力しなければならない。 
３ 市は、案の作成に当たり、必要に応じて関係機関と連絡調整を行うものとする。 
４ 提案された都市計画の素案が、都市計画の案とほぼ等しく、かつ、提案者が説明会、公

聴会等の開催等の都市計画の案の作成手続に準じる手続を経て計画提案を行っていると認

められるときは、これを省略することができる。 
５ 市は、作成した都市計画の案により都市計画の決定又は変更の手続を進める。 
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６ 市は、都市計画の案を越前市都市計画審議会（以下「審議会」という。）に付議しようと

するときは、都市計画の案のほか、提案者から提出された都市計画の素案についても提出

するものとする。 
７ 市は、都市計画の決定又は変更告示後、速やかに提案者にその旨を通知しなければなら

ない。 
（非決定手続） 

第９条 市は、都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及び判

断理由の要旨等について提案者に通知するとともに、審議会の意見を聴かなければならな

い。 
２ 前項の規定による通知については、審議会開催の概ね 3週間前までに行うものとする。 
３ 通知後、都市計画の案に対して意見があるときは、提案者は、指定期日（審議会の概ね

１０日前）までに書面で提出することができる。 
４ 提案者から意見の提出があったときは、市は、意見の要旨等について審議会に報告しな

ければならない。 
５ 審議会で判断が適当とされたときは、市は、速やかに提案者に判断結果及び判断理由を

通知しなければならない。この場合において福井県にも判断結果及び判断理由を通知する

ものとする。 
６ 審議会の意見を聴いた結果、再度計画提案に対する判断等が必要になったときは、第７

条の規定による事務処理を再度行うものとする。 
（計画提案に係る情報の公開） 

第１０条 都市計画課は、提案された都市計画素案及び周辺環境等への検討に関する書類を、

計画提案を受付した日から、要件不適合である旨を通知する日まで、あるいは当該提案を

踏まえた都市計画を決定し、若しくは変更する告示の日又は計画提案を踏まえた都市計画

を定める必要がない旨を通知する日まで、閲覧に供するものとする。 
２ 提案に対する結果については、提案者に通知後公表するものとする。 
３ 都市計画の決定又は変更をした場合は、都市計画の素案、判断理由、決定又は変更をし

た都市計画の内容及び決定又は変更の理由を公表するものとする。 
４ 都市計画の決定または変更をしなかった場合は、都市計画の素案及び判断理由を公表す

るものとする。 
附 則 

 この要領は、平成１９年６月１５日から施行する。 


